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令和 2 年度厚生労働省第二次補正予算における 
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について（お願い） 

 
 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
 標記支援事業は、新型コロナウイルス感染症の院内等での感染拡大を防ぐた

めの取組を行いながら診療体制確保等を行う病院・診療所等に対して、それに係

る費用を補助するものであり、無床歯科診療所は最大 100 万円の補助を受けら

れます。 
本件に関し、本会はこれまで対象物品等を例示するなどして、会員周知をお願

いしてまいりました。（別添参照） 
 このたび、日本医師会から厚生労働省への働きかけにより、別添のような日常

診療業務に必要な幅広い費用が対象となりうることが明確となりました。なお、

感染防止対策を行っているほとんどの歯科保険医療機関が上限額 100 万円の補

助を受けることができるものと考えられます。 
一方で、現時点でも都道府県行政によって対象経費の判断に相違があること

も想定されますので、そのような場合は、貴会におかれましても都道府県行政に

確認いただくとともに、改めて本事業を活用した感染防止対策を講じていただ

きたく、会員に必要な情報を周知されますようお願い申し上げます。 

 
＜別添＞  
・「令和 2 年度厚生労働省第二次補正予算について（情報提供）」（令和 2 年 6 月

26 日付、本会事務連絡）抜粋 
・厚生労働省「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」について（令

和 2 年 11 月 25 日・公益社団法人日本医師会定例記者会見資料） 

 
 



 

 
 
 
 



 
令和 2 年（2020 年）11 ⽉ 25 ⽇ 公益社団法⼈ ⽇本医師会 定例記者会⾒ 

厚⽣労働省「医療機関・薬局等における感染拡⼤防⽌等⽀援事業」について 
 
令和２年１１⽉２５⽇ 
公益社団法⼈ ⽇本医師会 

 
新型コロナウイルス感染症への対応の⻑期化が懸念される中、国⺠の健康と安⼼につな

げるための医療機関への⽀援については、診療体制の維持に資するよう、できる限り使い
みちを限定しない補助⾦による⽀援が継続的に⾏われることが重要である。 

 
厚⽣労働省の「医療機関・薬局等における感染拡⼤防⽌等⽀援事業」については、補助

の対象となる経費が感染防⽌対策に関係するものに限定されるのではないかとの疑義があ
ったが、この度、⽇本医師会から厚⽣労働省への働きかけにより、同省が公表している例
⽰に加えて、以下のような経費も対象となりうることが、明確になった。 
 

⽇常診療業務に必要な幅広い費⽤が対象になることから、感染防⽌対策の取り組みを⾏う
ほとんどすべての保険医療機関で、上限額（無床診療所 100 万円、有床診療所 200 万円、
病院 200 万円＋5 万円×病床数）の補助を受けられるものと考えられる。 

 
医療機関・薬局等における感染拡⼤防⽌等⽀援事業の補助対象となりうる経費の例 
科 ⽬ 具 体 例 
需⽤費 ・⽇常業務に要する消耗品費（固定資産に計上しないもの） 

・⽇常診療に要する材料費（衛⽣材料、消毒薬など） 
※直接診療報酬等を請求できるものは対象外 

・換気のための軽微な改修（修繕費） 
・⽔道光熱費、燃料費  

役務費 ・電話料、インターネット接続等の通信費 
・医療施設・設備に係る⽕災保険、地震保険、動産保険の保険料 
・休業補償保険の保険料 
・受付事務や清掃の⼈材派遣料で従前からの契約に係るもの 

委託料 ・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの 
使⽤料及び賃借料 ・既存の診療スペースに係る家賃 

・既存の医療機器・事務機器のリース料 

 


